
「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令（案）」に関する意見募集の結果とその対応に

ついて

１．意見募集の実施

内閣府食品安全委員会における食品健康影響評価に基づき、水質基準に関する省令（平成

15 年厚生労働省令第 101 号）、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成９年厚生

省令第 14 号）及び水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12 年厚生省令第 15 号）につ

いて、所要の改正を行うことについて、令和元年10月 15日から11月 13日までの間、意見

募集を行った。

２．提出された意見数

４件

（その他に、案に関係がないと判断されるものが２件）

３．意見に対する考え方

意見に対する考え方を、別表に整理した



○「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令〔案）」に関する主な御意見と御意見に対する考え方

番号 種類 御意見 御意見に対する考え方

１ 猶予規定

基準強化には賛成ですが、猶予措置に期限がないため、大規模改修しない限

り旧来の緩い基準を認め続けるには反対。せめて十年以内等の年限を設けるべ

き。また「大規模」の定義が明確でないことも問題。

現在設置されている水道管等の資機材や給水管、蛇口

等の給水装置のうち、新基準値を満たせないものについ

ては、できるだけ速やかに新基準値に適合した製品への

転換を進めるべきですが、転換には手間や時間を要しま

す。その状況や程度は様々であることから、一律の年限

を設けることは困難であると考えています。

２

給水装置の

浸出液に係

る基準

浸出性能試験結果が新基準値を証明できない場合、再度浸出性能試験を行う

必要がある。そのため、新基準値を証明できず再試験が必要な製品の抽出作業、

当該抽出された製品を公的認証機関で再試験の依頼手続き、認証機関からの認

証取得に関する手続き、などの期間を考慮し、基準改正の公布から施行まで１

年間の猶予期間が必要と考える。猶予期間の設定が無い場合、新基準値を満た

していても認証証明書が無く、販売できない製品が多数発生するため、基準施

行を2021年 4月としていただきたい。

水栓その他末端の給水用具の六価クロムに係る浸出性

能基準に関しては、基準値の見直しに伴う作業や諸手続

を考慮し、御意見を踏まえ、改定基準の適用までに１年

間の猶予を設けることとし、令和３年４月１日から適用

することとします。

３ 試験成績書

現在認められている浸出性能試験方法で試験を実施した試験成績書につい

て、当該成績書によって六価クロムの浸出性能が新基準値を満足できることが

確認できる場合は、第1者、第3者認証など認証の種類に関わらず、認証に必

要な書類として当該成績書を使用しても良いことをお認めいただきたい。

今回の意見募集の対象外です。既に新基準値を満たす

製品について、新たに試験を行う必要はないと考えます

が、認証を行っている機関へご相談ください。



４ 試験方法

「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令（案）」に関して、省令の改

正により新基準を満たす現行製品に不都合が生じる可能性があるため、下記の

ご検討をお願いしたいと考えています。

（案）

現状有効な下記分析結果で、六価クロム新基準を満足する場合は新基準適合

とする。

・削除予定のフレーム-原子吸光光度計による分析結果

・分析の定量限界値が0.005mg/L以下の分析結果

※改正後の試験結果には適用せず

（詳細）

JIS S3200-7（水道用器具-浸出性能試験方法）の分析結果の補正は、接触容

積が1L以下の末端給水用具では計算方法が他と異なります（項目９ 注(5)）。

このため、分析の定量限界値が今回改正の六価クロム新基準値0.002mg/Lを

超える（今回削除予定の）フレーム-原子吸光光度計等の分析結果でも、補正

後に新基準値以下となるものがあります。

例）分析結果：0.005mg/L未満 → 補正後：0.0003mg/L未満

※分析の定量限界値と新基準値は同じである必要は無い

以上により、既存製品で新基準においても安全性が１００％担保されている

にもかかわらず、法改正により不要な分析が必要となると関係機関・各社で混

乱を生じるため、上記のご検討をお願いします。

今回の意見募集の趣旨の対象外です。

ただし、試験方法については、別途、パブリックコメ

ントを行ったところであり、「給水装置の構造及び材質の

基準に係る試験」については、補正により新基準値を満

たす場合は、引き続きフレーム―原子吸光光度法を使用

できるようにします。


